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役員選出方法変更案に関する投票結果

開 催 時 数 賛 成 数 無 効 数 反 対 数

広 町 住 人 数 8 0 9

議 長 委 任 数 5 5 5 5 5 5 0 0

個 人 参 加 数 1 6 1 4 2 0

個 人 委 任 数 （ 参 加 者 含 除 く ） 9 9 0 0

組 長 参 加 数 2 3 2 0 3 0

組 長 委 任 数 （ 組 長 除 く ） 9 9 0 0

特 別 委 員 参 加 数 1 7 1 7 0 0

特 別 委 員 委 任 数 （ 委 員 除 く ） 1 0 1 0 0 0

合 計 6 3 9 6 3 4 5 0

住人の3/4以上の賛成で承認されます。

住人数809人の3/4は606.75のため607人以上となります。

以上により役員選出方法変更案は可決・承認されました。
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役員選出方法変更案（2026/02/01）
◎各区選出の分区役員（現評議員）

1年め 2年め 主業務・備考

区長 吉田住自協対応（副区長・事務局に引継ぎ）

副区長 区長補助・氏子総代・祭典

事務局 回覧物等の処理・住民台帳管理

評議員

（役員補助，公民館補助） 総務 集会所・公民館・公民館Ｐ管理・広町だより・情報管理

役員選出 防犯（委員長）防犯・防災・交通安全

は協議で

環境（委員長）一斉清掃・公園整備・機器整備

公民館館長 吉田住自協地域公民館

公民館副館長 公民館行事統括，人権教育

１年での交代も可能です

（分区内で協議してください）

◎総務、防犯は委員公募

◎評議員の業務のうち配布物については組長に移管（組長が月2回集会所へ取りに行く）

◎役員会選出・総会承認（各任期2年）する役員 ①会計（2年） ②監査員2名（2年）

◎各区の選出役員

新役職名 現役職名 任期（現任期） 内 容

分区役員 評 議 員 2年(2年) １年目は評議員・２年目は区役員 毎年選出 2年ごと選出→毎年選出

２年目の選出役員は協議による（1年目の後半）

組長 組 長 1年(1年) 回覧・配布物は組長が月2回集会所へ取りに行く

総務委員 福祉委員 1年(2年) 5名吉田住自協出向，事務局補佐1名、公民館主事2名 輪番制

環境委員 環境美化 1年(1年)

－ 公 民 館 －(1年) 廃止

◎役員会について

参加 ・区役員（会計含む）および評議員

開催 ・定例 毎月1回（20分～40分程度）、総会直前の役員会は監査員を含む1時間程度

・その他必要に応じて各種団体に参加要請することがあり。この場合でも1時間以内

◎組長会議、組会議

・必要に応じて評議員が自分の区の組長を集める。

・組長会議後は組員を集めての会議を組長が実施する。

◎区割りの変更

・1区2，3組 合併して3組に統合（2組はなくなる）

・3区に11区1組が合併し，3区6組となる。

・11区1組は廃止し，2，3組は合併し公務員宿舎特別区とする。分区役員（評議員・役員）なし，組長のみ選出

区費等の集金業務も行う。

◎令和8年度の役員

特別委員会で1年任期となる役員の選任を行う予定です。
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新旧役員の担当業務比較表
→は●に業務を委託 ■Web対応（■対応済み）

現行役員 新担当役員

現行の役員名称 任期 業務内容 区長 副区 事務局 総務 防犯 環境 館長 副館 会計

区長 2年 吉田住自協対応， ●

市行政事務対応 → ●

吉田商工会対応 ●

市土木事業立会い → ●

町内工事許可 → ●

対外交渉 → ●

区有財産管理 ■

回覧物・配布物区分け ●

総会資料作成

居住者名簿管理 ■

選挙投票業務（立会人） ●

協力団体支援・助成管理 ■ △

自主防災会総括 ●

区役員人事統括 ●

公園管理統括 ●

公民館駐車場管理 ■

吉田神社祭典部長 ●

現行の役員名称 任期 業務内容 区長 副区 事務局 総務 防犯 環境 館長 副館 会計

副区長（総務） 2年 区長補佐

会議司会・議事録 ●

広町だより編集 ■

会議・総会資料作成 ●

安全安心部会担当

防災訓練 ●

防犯パトロール ●

交通安全委員会主宰 ●

大いちょうパトロール ●

生活道路除雪管理 ●

防犯灯管理 ■

自主防災会運営 ●

集会所備品管理 ■

公民館防火管理 ●

協力団体事業協力

各種行事運営 ●

副区長（環境美化） 2年 区長補佐

環境美化 ●

ごみ集積所管理 ●

一斉清掃・定例清掃管理 ●

公園愛護会 ●

町内美化・緑化推進

紙資源回収 ●

各種行事運営

現行の役員名称 任期 業務内容 区長 副区 事務局 総務 防犯 環境 館長 副館 会計

会計 2年 区長補佐

会計出納業務 ■

区費・公民館費管理 ■

入会金管理 ■

募金管理 ●

公民館使用料管理 ●

各種料金処理 ●

決算書予算書作成 ●

備品管理 ■

公民館長 2年 公民館行事統括 ●

吉田住自協地域公民館 ●

人権教育担当 ●

監査 2年 業務監査（中間，期末の年2回）

会計監査（期末）

氏子総代（区長選出） 2年 吉田神社会議 ●

吉田神社祭典 ●


